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新型コロナウイルス感染症の治療を行う場合の換気設備について 

 
貴会におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策にご尽力を賜り厚く御

礼申し上げます。  

今般、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部他関係課連名により、

各都道府県等衛生主管（部）局宛に標記の事務連絡がなされました。  

本件は、関連する厚生労働科学研究を踏まえ、各医療機関における換気設備に

ついて点検が必要である旨を周知するものです。  

同事務連絡では、換気設備の換気量の測定等を行って適切に機能しているかの

確認、適切な換気量が確保できていない場合はその状況の改善を図れるよう検討

の実施などの対応について、検討することを求めております。  

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、

新型コロナウイルス感染症の治療を担う医療機関等への周知方につきご高配の程

お願い申し上げます。  

 

 

 



事 務 連 絡 

令和３年４月７日 

 

   都 道 府 県 

各  保健所設置市  衛生主管（部）局 御中 

   特 別 区 

 

厚生労働省 

新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

医政局総務課 
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新型コロナウイルス感染症の治療を行う場合の換気設備について 

 

 

新型コロナウイルス感染症患者及び疑似症患者の治療を行うにあたり、十分な換気を行うよ

う周知してまいりましたが、厚生労働科学研究「新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機

能の実装のための研究」（研究代表者 国立感染症研究所 齋藤智也）の分担研究として、北

海道大学 林基哉教授が実施した、「室内環境が新型コロナウイルスのクラスター感染に与え

る影響に関する調査」（別添）を踏まえ、各医療機関における換気設備につきまして点検が必

要である旨を周知いたしますので、下記の内容について御了知の上、貴管内の関係機関に対し

て周知いただきますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

１ 換気量（給気量や排気量）の不足が、病院内でのクラスター感染の要因となった可能性が

否定できないと考えられ、換気量が設計時に対して減少する要因として、換気設備の老朽化

や省エネルギー、省コスト等のための換気量調整が挙げられます。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症患者の治療に当たり、換気設備について以下の対応を検討する

こととして下さい。 

① 換気設備の換気量の測定等を行い、適切に機能していることを確認して下さい。 

② ①の測定の結果、適切な換気量が確保できていない場合は、フィルター等の清掃や老朽

化した換気設備の補修等を行うことにより、換気状況の改善を図れるよう検討を行って下さ

い。なお、改善を行うまでの対策として、窓開け等により換気を行うことも考えられます。 

③ 医療機関等から換気状況の改善方法等について相談があった場合は、必要に応じて、建

築物衛生法担当部局と連携を図ってください。 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の治療を行う医療機関については、診療報酬の特例評価、病床

確保料の支援、入院受入医療機関への緊急支援、感染拡大防止等支援等を行っております。 
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室内環境が新型コロナウイルスのクラスター感染に与える影響に関する調査 

病院におけるクラスター感染発生時の室内環境の概要 
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建築物衛生法 空調換気設備 維持管理 

換気 エアロゾル トレーサーガス 

1. はじめに 

本調査は、令和 2 年度厚生労働科学研究「新興・再興感

染症のリスク評価と危機管理機能の実装のための研究」

の一環で、COVID-19 対策の建築環境ガイドライン作成の

ためにクラスター感染が発生した建築物（飲食店、病院、

福祉施設等）の室内環境の把握を目的としており、本報

では、病院に関する調査について述べる。対象病院の約

半数で換気の状況がクラスター感染に影響した可能性が

指摘され、感染確認後には窓開け等による換気、空気清

浄機などによる対応が行われた１）。以下に、感染時の換気

及びエアロゾルの挙動に関する調査の概要を示す。 

2. 調査対象 

対象は北海道から九州の計 9 件で築年数は約 10 年～30

年超である。対象には、厚生労働省クラスター対策班等

の紹介による 5 件と本調査の依頼による 4 件があり、本報

告では前者について示す。前者には、病棟内の広い範囲

の患者と医療スタッフが感染した場合と、ネーザルハイ

フロー（NHF）等のエアロゾルが発生する医療行為にと

もなった感染が指摘された場合がある。 

調査対象となった一般病棟の換気設備は、基本的には

日本医療福祉設備協会発行の病院設備設計ガイドライン

（HEAS）2）等を踏まえて設計施工されている。病室は給

気のみの場合と給排気の場合がある。共用のトイレ、浴

室、汚物処理室、リネン室、倉庫等のダーティーゾーン

から排気されている。ナースステーション（NS）や相談

室は、給気の場合と給排気の場合がある。また、室の用

途変更時に換気設備対応が行われていない場合が含まれ

る。病室の気圧は正圧・等圧が多いが、一部で陰圧があ

り、病室のエアロゾル流出の状況は、多様である。 

3. 調査方法 

感染発生時の状況を踏まえ、感染起点の病室及び病棟

の感染時の換気等の室内環境を調査した（①空調換気方

式・維持管理、②病室気圧（マノメータ―等）、③病棟内

換気風量（KANOMAX MODEL675 等）、④出入口・廊下

の気流方向（スモークテスタ）。また、病室内空気の流出

に関する現場実験を行った。CO2 を病室のベッド上で発生

攪拌した後に出入口を開放し各所の濃度応答（T＆D TR-

76Ui）を測定した。同様に、ネブライザー（OMRON NE-

C28）で経口補水液（OS-1）を噴霧し、廊下等の粒子数変

化を測定した（KANOMAX Model3889）。この他に、換気

量低下の原因調査、ネーザルハイフロー（NHF）からの

エアロゾル発生と拡散等に関する調査を行った。 

4. 調査結果 

設備の経年劣化、維持管理、医療行為によって結果は

多様である。図 1、2 に対象 A と B における、病室出入口

開放時の流量（風量計及びCO2濃度減衰法による）を示す。 

A の各病室の換気回数は 0.0～1.1（平均 0.5）回/h と少

なく夜間 7時間停止している。図 1に示すように、出入口

開放時には病室の暖房による廊下との温度差により出入

口上部から廊下に流出したと考えられる。 

B の各病室の給気量は設計値に近いが、排気量が少なか

った。図 2 に示すように、出入口は常時開放され、給気の

下降気流に沿ってエアロゾルが廊下に流出した。定期的

に給気が停止し廊下から各室に流入したと考えられる。 

各対象の概要を表 1に示す。本調査によって、以下の実

態と問題点が確認された。1）設備の老朽化、省コスト等

のための一時的換気停止によって、換気量が設計値より

減少し、感染者から発生したエアロゾルの濃度が上昇し

た。2）病室が等圧又は正圧であり、病室出入口の開放に

よって、感染者から発生したエアロゾルが廊下に流出し、

他の部屋に流入した。3）ネーザルハイフロー（NHF）に

よって、エアロゾルが連続的に発生した。 

別添 
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5. おわりに 

本調査ではエアロゾルによって感染が発生したと断定

することはできないが、クラスター感染が発生した時の

換気等の室内環境から、病室の換気と気圧の調整、出入

口の開閉に関する配慮が十分に行われていれば、クラス

ター感染の状況が異なった可能性は否定できない。 

今後の新型コロナウイルス感染者への治療に際しては、

空調換気設備の点検、必要な維持管理及び補修・改善の

実施、出入口の開閉などのエアロゾル感染対策が必要で

あると考えられる。 
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図 1 対象 Aの一般病棟病室の換気性状            図２ 対象 Bの一般病棟病室の換気性状 

 

表 1 病院を対象にした調査結果の概要 

対象 
感染 

者数 

病室 

換気 
感染状況と換気等の室内環境に関する調査結果の概要 

 

A 
約 

150 
給気 

・冬期暖房時に、一般病棟の多床室内と病棟全体で多数の感染者が発生した。 

・病室の給気量が設計値の 25%程度まで低下し、夜間に給気が停止されていた。 

・病室の出入口が開放されている時には、病室と廊下の相互換気量が多く、病室のエアロゾルは廊下に  

流出し他の部屋に流入していた可能性がある。 

 

B 
約 

50 
給排気 

・夏期冷房時に、一般病棟の NHF 使用病室を起点に感染が発生した可能性がある。 

・病室の給気量は設計値に近いが、排気量は設計値の 50%程度まで低下していた。 

・給気は 30 分毎に約 3 分間停止されていた。 

・NHF 使用病室からエアロゾルが流出し、給気停止時に他の部屋に流入した可能性がある。 

 

C 
約 

150 
給排気 

・冬期暖房時に、一般病棟の NHF 使用病室と病棟全体で多数の感染者が発生した。 

・病室の熱交換給排気扇の給排気量は推定された機器能力に対し 50％程度に低下していた。 

・給気量と排気量が同程度であるため、病室と廊下との気圧差はほとんどなかった。 

 

D 
約 

10 
給排気 

・冬期暖房時に、一般病棟の NHF 使用病室を起点に感染が発生した可能性がある。 

・一般病棟の病室の換気回数は、1.0 回/ｈ程度であった。 
 

E ― 給排気 
・一般病棟内にビニルカーテンを用い仮設コロナ病室を設置するために事前調査が行われた。 

・ビニルカーテンの隙間などからエアロゾルが流出し、NS 等の近くの空間に流入する可能性がある。 
 

 

CO2 発生

CO2 濃度計

340 m3/h

298m3/h

給気 42 m3/h

病室廊下

気流（スモークテスタ）

CO2 ・エアロゾル発生

CO2 濃度計

175 m3/h

247m3/h

給気 142 m3/h 排気 70 m3/h

パーティクルカウンタ

病室廊下

気流（スモークテスタ）
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